
令和５年度　利用定員について（新規開設施設）

■利用定員の設定について

■認定こども園むろらんようちえん（幼稚園→幼保連携型認定こども園）
□施設概要
　運営形態
　事業開始年月
　施設所在地
　設置者

□利用定員の設定について
教育部分

保育部分

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 計
令和４年度　利用定員※ 保育部分 - - - - - - -

教育部分 - - - 49 29 32 110
保育部分 - - - - - - -
教育部分 - - - 40 27 32 99

令和５年度　利用定員 保育部分 3 6 6 6 6 6 33 合計
教育部分 - - - 24 24 24 72 105

補足：認可定員は令和５年度利用定員と同じ

■認定こども園こどもの森幼保園（現「祝津保育所」→保育所型認定こども園）
□施設概要
　運営形態
　事業開始年月
　施設所在地
　設置者

□利用定員の設定について
教育部分

保育部分

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 計
令和４年度　利用定員※ 保育部分 6 6 6 12 12 13 55

教育部分 - - - - - - -
保育部分 6 8 9 12 7 9 51
教育部分 - - - - - - -

令和５年度　利用定員 保育部分 6 6 6 10 11 11 50 合計
教育部分 - - - 1 2 2 5 55

補足：認可定員は令和５年度利用定員と同じ

※令和４年度の利用定員及び入所者数はそれぞれの前身となる施設の状況を示す。

幼保連携型認定こども園
令和５年４月
室蘭市御前水町２丁目２７番１（地番）
学校法人　おおぞら学園

1号認定

2号認定

保育所型認定こども園
令和５年４月
室蘭市港南町２丁目４番１３号
特定非営利活動法人こどもの森幼保園

1号認定

2号認定

3号認定
（保育部分のみ）

令和４年度
１０月初日現在入所者数※

3号認定
（保育部分のみ）

令和４年度
１０月初日現在入所者数※

・子ども・子育て支援新制度では、これまでの「認可定員」に加えて、新たに「利用定員」が設定され、施
設・事業者の申請に基づき市町村が行う。
・「利用定員」とは、「認可定員」に一致させることを基本としつつ、毎年度における利用状況を踏まえな
がら、翌年度の利用定員を判断し、恒常的に利用人員が少ない場合には、認可定員の範囲内で、利用状況に
合わせて設定することが可能である。
・市町村長は、施設の利用定員を定めようとするときは、あらかじめ、審議会その他の合議制の機関（地方
版子ども・子育て会議等）の意見を聴くとともに、都道府県に届出しなければならない。
・原則、利用定員内での特定教育・保育の実施となるが、年度中における需要の増大への対応等やむを得な
い事情がある場合は、この限りでない。
・新年度の利用定員は、例年３月開催の会議に諮っているが、下記２施設は令和５年度より新規あるいは運
営形態を変更する施設であるため、先んじて報告及び審議いただくこととした。
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令和５年度　利用定員について（新規開設施設）

＜参考：認定こども園の類型＞

法的性格

設置主体

職員の要件

給食の提供

開園日・開園時間

＜補足＞

幼保連携型 保育所型 幼稚園型 地方裁量型

学校、かつ、
児童福祉施設

児童福祉施設
（保育所+幼稚園機
能）

学校
（幼稚園+保育所機
能）

幼稚園機能+保育所
機能

国、自治体、学校
法人、社会福祉法
人

制限なし
国、自治体、学校
法人

制限なし

保育教諭
（幼稚園教諭
+保育士資格）

満３歳以上子どもを保育する場合
→両免許・資格併有が望ましいがいずれかでも可

満３歳未満子どもを保育する場合
→保育士資格が必要

２・３号子どもに対する食事の提供義務
自演調理が原則・調理室の設置義務（満３歳以上は、外部搬入可）

１１時間開園、土曜日の開園が原則
（弾力運用可）

地域の実情に応じて設定

・幼保連携型と保育所型の保育所機能は、認可保育所と同様のものが求められるので、開園時間は認可保育
所と同様となっている。
・幼稚園型は、幼稚園に保育機能が付随する形であるため、保育機能に関する開園時間に大きな制限はな
い。

（開園時間イメージ）

認可保育所
幼保連携型・保育所型認定こども園（保育部分）
幼保連携型・保育所型認定こども園（教育部分）
幼稚園型認定こども園（教育部分）
幼稚園型認定こども園（保育機能分）

…　通常の保育・教育提供時間
…　教育提供時間外の預かり保育提供時間

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
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